
川 越 市 （ １ １ 月 ） 定 例 記 者 会 見 

日 時 令和６年１１月２８日（木） 

 １４時００分～ 

場 所  川越市役所４階 迎賓室 



 

 
 

川越市（１１月）定例記者会見次第 

 

  令和６年１１月２８日（木） 

１４時００分開会 迎賓室 

 

１ 開 会 

 

２ 説 明 

 ○ 川越市議会第５回定例会提出予定議案について 

⑴ 令和６年度川越市一般会計補正予算（第６号） 

（議案第１２３号：財政課） 

⑵ 川越市客引き行為等の防止に関する条例を定めることについて 

（議案第１１１号：防犯・交通安全課） 

 

３ 質疑応答 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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番　号 件  名

議案第１０９号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１１０号 専決処分の承認を求めることについて

議案第１１１号 川越市客引き行為等の防止に関する条例を定めることについて

議案第１１２号
川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めること
について

議案第１１３号
川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることにつ
いて

議案第１１４号
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例を廃止する条例を定める
ことについて

議案第１１５号 川越市屋外広告物条例の一部を改正する条例を定めることについて

議案第１１６号
川越市建築基準法関係手数料条例等の一部を改正する条例を定める
ことについて

議案第１１７号
川越市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例を定めること
について

議案第１１８号
川越市農業集落排水事業に地方公営企業法を適用する条例を定める
ことについて

議案第１１９号
川越市農業集落排水事業に地方公営企業法を適用することに伴う関
係条例の整備に関する条例を定めることについて

議案第１２０号
川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一
部を改正する条例を定めることについて

議案第１２１号 川越市下水道条例の一部を改正する条例を定めることについて

議案第１２２号
川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定につい
て

議案第１２３号 令和６年度川越市一般会計補正予算（第６号）

議案第１２４号 令和６年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１２５号 令和６年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１２６号 令和６年度川越市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第１２７号 令和６年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

報　告

報告第１６号 専決処分の報告について

報告第１７号 専決処分の報告について

報告第１８号 専決処分の報告について

報告第１９号 専決処分の報告について

川越市議会第５回定例会提出予定議案
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川越市客引き行為等の防止に関する
条例を定めることについて

１ 制定の主旨

近年、クレアモールを中心とした市内の繁華街において、客引き行為者に
よる道路上での立ちふさがりや通行人へのつきまとい行為等によって、市⺠
や通行人が安心して通行できる環境が妨げられている状況が発生しています。
そこで、本市では、公共の場所における客引き行為等の防止に関し必要な

事項を定め、市⺠や事業者の皆様とともに迷惑な客引き行為の防止を図るこ
とで、市⺠や川越市へ来られる⽅が公共の場所を安心して通行することがで
きる快適な環境を確保し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与す
ることを目的として、このたび「川越市客引き行為等の防止に関する条例」
について議案を提出いたします。

２ 制定の背景

団体からの要望 令和4年度1件2団体、令和5年度2件2団体
※いずれも商店街関係団体

クレアモールにおける

職員による客引き状況

の調査

（令和4年12月～6年10月）

・主に金曜日、夜間21時頃〜 19回実施
・調査結果
令和6年度、10〜20人程度の客引き行為者を確認
このほか、客待ちと見られる者や呼び込み、看板を掲示してい
る者など20〜30人程度を確認しています

市民アンケート

（令和6年5月～6月実施）

・実施概要
街頭アンケート（クレアモール内）及び電子申請アンケート
計521名（有効回答数）

・アンケート結果
客引き行為に遭った、見た 8割以上
客引き行為は好ましくない（どちらかといえば含む）約9割
客引き行為へ規制をかけるべき 約9割

意見公募

（令和6年8月～9月実施）

・意見提出者：45人 意見数：のべ63件
・主な意見
客引き行為に規制をかけるべき
客引き行為者による通行の妨げ、夜中の喧騒がある
警察と連携した巡回や取締りの要望
喫煙やごみの散乱等、客引き行為者による悪影響についてなど
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３ 条例の概要

（１）定義
客引き行為・・不特定の⽅の中から相手⽅を特定した上で、立ち塞がる、追随する等

平穏な通行等を妨げるような態様で、客となるよう誘うことをいう。
客待ち行為・・客引き行為をする目的で、相手⽅となる人を待つことをいう。

（２）市、市民等、事業者及び商店街等の責務

（３）重点区域の指定

（４）禁止行為
客引き行為等を行うこと、行わせること

（５）指導、勧告、命令、公表
重点区域内で禁止行為を行った者・・・・・・・・・・・・・・・指導
指導を受けた者が、重点区域内で客引き行為を行った場合・・・・勧告
勧告を受けた者が、重点区域内で客引き行為を行った場合・・・・命令
命令を受けた者が、重点区域内で命令違反を行った場合・・・・・公表

（６）撮影

（７）関係機関への情報提供

（８）罰則
命令違反をした者・・5万円以下の過料を科す
両罰規定・・行為者のほか、法人、事業者にも過料を科す

（９）施行日
令和7年4月1日予定（指導、罰則等一部の規定は令和7年7月1日施行予定）

４ 客引き行為の事例

５ 県内他市の状況

客引き行為を規制する条例の制定は、単独条例では県内で本市が所沢市に
続き２番目となります。（所沢市：令和２年４月１日施行）
また、中核市におきましては１２番目の制定となります。

判断事例
客引き行為等
に該当または

非該当

・近づきながら声をかけ、足を止めさせて、店を探しているか尋ねる 該当

・接近して、追随し、お客となるよう誘う 該当

・不特定多数の方に対し、ティッシュ、チラシを単に配布する 非該当

・不特定多数の方へ「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかける 非該当

・署名、募金などの社会的活動やアンケート調査 非該当
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